


設置上の条件
・遮煙性能付エレベーター乗場戸を設置するためには、自動火災報知設備が必要です。設置義務の無い
建物であっても、必ず設けてください。
・自動火災報知設備の設置義務の無い建物の場合には、遮煙性能付エレベーター乗場戸設置階のエレ
ベーターホールに必ず煙感知器などの火災感知器を設置し、火災感知信号を自動火災警報盤を介して
エレベーター制御盤に供給してください。
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